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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　歯科補綴物の製造方法であって、
　ＳｉＯ２を６０．０質量％以上８０．０質量％以下、Ｌｉ２Ｏを１０．０質量％以上２
０．０質量％以下、及びＡｌ２Ｏ３を５．１質量％以上１０．０質量％以下、ＺｒＯ２を
０．１質量％以上１０．０質量％以下で含む材料を溶融する溶融工程と、
前記溶融した材料を冷却して固化し、ガラスブランクを得るガラスブランク作製工程と、
前記ガラスブランクを加熱して主とする結晶相が二ケイ酸リチウムである二ケイ酸リチウ
ムブランクを得る二ケイ酸リチウムブランク作製工程と、
粉砕する工程を有することなく前記二ケイ酸リチウムブランクを切削加工し、後の熱処理
をすることなく形状を確定する加工工程と、を含む、
歯科補綴物の製造方法。
【請求項２】
　前記ＺｒＯ２が３．１質量％以上１０．０質量％以下である請求項１に記載の歯科補綴
物の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、歯科補綴物の製造方法、歯科補綴物用二ケイ酸リチウムブランクの製造方法
、及び歯科補綴物用二ケイ酸リチウムブランクに関する。
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【背景技術】
【０００２】
　近年のＣＡＤ、ＣＡＭの発展により、歯科補綴物の作製に際して当該歯科補綴物の形状
をデータで取り扱い、該データを所定の形式に変換して加工装置に送信することにより、
加工装置はデータに基づいて自動に切削や研削等の機械加工を行って歯科補綴物を作製す
る。これにより迅速に歯科補綴物を提供することができる。
【０００３】
　このような歯科補綴物は、歯科補綴物としての基本機能である強度、硬さ、口腔内環境
に対する化学的耐久性、及び天然歯と同様の審美性（色合い、質感）を有していることが
必要である。
  これに加えて歯科補綴物は例えば咬合面等に複雑な凹凸を有しており、このような複雑
な形状を例えば欠け（チッピング）等の不具合を生じることなく短時間で機械加工するこ
とも重要である。このような短時間で加工できる材料とすることにより、さらに迅速な歯
科補綴物の作製が可能となる。
【０００４】
　特許文献１には、所定の成分を含む歯科補綴物用材料が開示され、これにより上記基本
機能と切削性の向上を図っている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特許第４７７７６２５号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかしながら、特許文献１に記載の発明は、切削性に優れるメタケイ酸リチウムを主結
晶相とした状態で機械加工し、その後に熱処理をして硬い二ケイ酸リチウムを得る。この
場合には機械加工の後に熱処理が必要なので、若干なりとも変形があった。
  一方で、主とする結晶相が二ケイ酸リチウムであるときは機械加工性が乏しいため、実
質上これを機械加工することはなかった。仮に加工しようとすれば二ケイ酸リチウムが主
とする結晶相である状態では迅速な機械加工が困難であり条件が実際の製造に見合うもの
ではなかった。
【０００７】
　そこで本発明は上記問題点に鑑み、精度良い歯科補綴物を迅速に作製する方法を提供す
ることを課題とする。またこれに供する歯科補綴物用二ケイ酸リチウムブランクの製造方
法、及び歯科補綴物用二ケイ酸リチウムブランクを提供する。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　以下、本発明について説明する。
【０００９】
　第一の本発明は、歯科補綴物の製造方法であって、ＳｉＯ２を６０．０質量％以上８０
．０質量％以下、Ｌｉ２Ｏを１０．０質量％以上２０．０質量％以下、及びＡｌ２Ｏ３を
５．１質量％以上１０．０質量％以下で含む材料を溶融する溶融工程と、溶融した材料を
冷却して固化し、ガラスブランクを得るガラスブランク作製工程と、ガラスブランクを加
熱して主とする結晶相が二ケイ酸リチウムである二ケイ酸リチウムブランクを得る二ケイ
酸リチウムブランク作製工程と、二ケイ酸リチウムブランクを機械加工する加工工程と、
を含む、歯科補綴物の製造方法である。
【００１０】
　ここで「主とする結晶相」とは、多目的Ｘ線回折装置Ｅｍｐｙｒｅａｎ（ＰＡＮａｌｙ
ｔｉｃａｌ）を用いて測定し、リートベルト法による高精度の定量分析の結果、結晶析出
割合が最大の結晶相を意味する。以下同様である。
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  また、「ガラスブランク」は溶融した材料を冷却して固化し、未だ二ケイ酸リチウムを
主とする結晶相が形成されていない状態のブランク（素材）を意味する。これに対して「
二ケイ酸リチウムブランク」は二ケイ酸リチウムを主とする結晶相が形成された状態のブ
ランク（素材）を意味する。
【００１１】
　第一の本発明は、機械加工が切削加工であってもよい。
【００１２】
　第二の本発明は、歯科補綴物の形状への機械加工に供される歯科補綴物用二ケイ酸リチ
ウムブランクの製造方法であって、ＳｉＯ２を６０．０質量％以上８０．０質量％以下、
Ｌｉ２Ｏを１０．０質量％以上２０．０質量％以下、及びＡｌ２Ｏ３を５．１質量％以上
１０．０質量％以下で含む材料を溶融する溶融工程と、溶融した材料を冷却して固化し、
ガラスブランクを得るガスブランク作製工程と、ガラスブランクを加熱して主とする結晶
相が二ケイ酸リチウムである二ケイ酸リチウムブランクを得る二ケイ酸リチウムブランク
作製工程と、を含む、歯科補綴物用二ケイ酸リチウムブランクの製造方法である。
【００１３】
　第三の本発明は、歯科補綴物の形状への機械加工に供される歯科補綴物用二ケイ酸リチ
ウムブランクであって、ＳｉＯ２を６０．０質量％以上８０．０質量％以下、Ｌｉ２Ｏを
１０．０質量％以上２０．０質量％以下、及びＡｌ２Ｏ３を５．１質量％以上１０．０質
量％以下で含む、歯科補綴物用二ケイ酸リチウムブランクである。
【００１４】
　第三の本発明では、主とする結晶相が二ケイ酸リチウムであることが好ましい。
【発明の効果】
【００１５】
　本発明によれば、二ケイ酸リチウムブランクをそのまま機械加工することで歯科補綴物
を得ることができるので、高い強度を有する精度よい歯科補綴物を迅速に提供することが
可能となる。
【図面の簡単な説明】
【００１６】
【図１】歯科補綴物１０の外観斜視図である。
【図２】歯科補綴物１０の断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１７】
　１つの形態にかかる歯科補綴物用二ケイ酸リチウムブランクは、角柱、円柱等のような
柱状を有するブロック状の素材であり、ここから切削等の機械加工により変形や削り出し
をして歯科補綴物を作製することができる。
  図１、図２には１つの例である歯科補綴物１０を示した。図１は歯科補綴物１０の外観
斜視図である。図２には図１にＩＩ－ＩＩで示した線に沿って矢印方向に切断したときの
歯科補綴物１０の断面図を表した。図１、図２からわかるようにこの例の歯科補綴物１０
は歯冠であり、口腔内側面１０ａ、及び側面１０ｂは天然歯が模擬された形状とされてい
る。一方、歯科補綴物１０のうち口腔内側面１０ａとは反対側は支台側面１０ｃとされ凹
状である。当該凹状とされた内側に支台を挿入して口腔内に歯科補綴物１０を保持する。
【００１８】
　歯科補綴物は複雑な形状を有するとともに、その一部が薄く形成されており、このよう
な形状を精度よく、欠け（チッピング）等を生じさせることなく、速く機械加工するため
には、歯科補綴物を構成する材料の影響も大きい。これに対して本形態では歯科補綴物用
二ケイ酸リチウムブランク及びここから作製される歯科補綴物は次のような歯科補綴物用
材料により形成されている。
【００１９】
　すなわち、歯科補綴物用材料は、次の成分を含んで構成されている。そして、その主と
する結晶相が二ケイ酸リチウムである。
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  ＳｉＯ２　：６０．０質量％以上８０．０質量％以下
  Ｌｉ２Ｏ　：１０．０質量％以上２０．０質量％以下
  Ａｌ２Ｏ３ ：５．１質量％以上１０．０質量％以下
【００２０】
　これらが上記範囲を外れると機械加工性に不具合を生じる可能性が高くなる。
  また、その他、ＳｉＯ２は、この範囲を外れると均質なガラスブランクを得ることが困
難となる。好ましくは６５質量％以上７５質量％以下である。Ｌｉ２Ｏもこの範囲を外れ
ると均質なガラスブランクを得ることが困難となる。好ましくは１１質量％以上１７質量
％以下である。そしてＡｌ２Ｏ３は、５．１質量％より少ないと二ケイ酸リチウムが主と
する結晶相として析出するが機械加工性に問題が生じ、１０．０質量％より多くなると主
とする結晶相が二ケイ酸リチウムでなくなってしまう（例えばリチウムアルミノシリケー
トが析出する。）。
【００２１】
　さらに、歯科補綴物用材料は、上記に加えて次の成分を含んでいてもよい。ただしここ
に表される成分は０質量％を含んでいることからもわかるように、必ずしも含まれている
必要はなく、いずれかが含まれてもよいという意味である。
  Ｎａ２Ｏ：０質量％以上２．８質量％以下
  Ｒｂ２Ｏ：０質量％以上２．８質量％以下
  Ｃｓ２Ｏ：０質量％以上２．８質量％以下
  Ｆｒ２Ｏ：０質量％以上２．８質量％以下
  Ｋ２Ｏ：０質量％以上１０．０質量％以下
  ＭｇＯ：０質量％以上３．０質量％以下
  ＣａＯ：０質量％以上３．０質量％以下
  ＢｅＯ：０質量％以上３．０質量％以下
  ＳｒＯ：０質量％以上１０．０質量％以下
  ＢａＯ：０質量％以上１０．０質量％以下
  ＲａＯ：０質量％以上１０．０質量％以下
【００２２】
　これらの成分により歯科補綴物用材料を作製する際における材料の溶融温度を調整する
ことができる。ただし、これより多くの当該成分を含有させても効果の向上は限定的であ
るため上記した範囲であることが好ましい。
【００２３】
　また、結晶核形成材となる次の化合物を含めてもよい。結晶核形成材の材料の種類は特
に限定されることはなく、公知の結晶核形成材を広く適用することができる。これにより
二ケイ酸リチウム結晶を形成する結晶核が効率よく生成される。結晶核形成材の例示とし
てＰ２Ｏ５、ＺｒＯ２、ＴｉＯ２、Ｔａ２Ｏ５、ＺｎＯ、Ｎｂ２Ｏ５、Ｙ２Ｏ３、Ｌａ２

Ｏ３等を挙げることができ、このような材料を０質量％以上１０．０質量％以下の範囲で
含有できる。
【００２４】
　これに加えて歯科補綴物用材料は、天然歯に対する審美性の観点からの違和感を解消す
るため、公知の着色剤を含めてもよい。これには例えばＶ２Ｏ５、ＣｅＯ２、及びＥｒ２

Ｏ３等を挙げることができる。
【００２５】
　以上の歯科補綴物用材料、歯科補綴物用二ケイ酸リチウムブランク、及びここから加工
して作製された歯科補綴物によって、歯科補綴物としての基本機能である強度、硬さ、口
腔内環境に対する化学的耐久性、及び天然歯と同様の審美性（色合い、質感）を備えるこ
とができる。これに加えて機械加工性も向上し、歯科補綴物用二ケイ酸リチウムブランク
をそのまま切削する等して機械加工することができ、例えば粉砕して粉末としてから成形
しなおしたり、加工後に熱処理する等の後処理が不要である。従って、十分な強度を有し
ているにもかかわらず、従来における切削用のセラミック材料と同程度の加工条件で不具
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合を生じることなく機械加工することが可能である。
【００２６】
　次に、上記した歯科補綴物を作製する方法の１つの例について説明する。ここには歯科
補綴物用二ケイ酸リチウムブランクを作製する方法、及び歯科補綴物用二ケイ酸リチウム
ブランクも含まれる。本形態の作製方法は、溶融工程、ガラスブランク作製工程、二ケイ
酸リチウムブランク作製工程（加熱工程）、冷却工程、及び加工工程を備えて構成されて
いる。
【００２７】
　溶融工程は、上記成分として説明した材料を調合し、１３００℃以上１６００℃以下に
て溶融する。これにより歯科補綴物用材料の出発ガラスの溶融物を得ることができる。こ
の溶融は十分に均一な性質を得るために数時間にわたって行われることが好ましい。
【００２８】
　ガラスブランク作製工程は、溶融工程で得た出発ガラスの溶融物を型に流し込み冷却す
ることによりガラスブランクが作製される。冷却する温度はガラス転移点以下が好ましく
、室温とガラス転移点との間の温度がより好ましい。
【００２９】
　二ケイ酸リチウムブランク作製工程（加熱工程）は、ガラスブランク作製工程で得られ
たガラスブランクを加熱し、主とする結晶相が二ケイ酸リチウムである二ケイ酸リチウム
ブランクを得る工程である。二ケイ酸リチウムブランク作製工程（加熱工程）は、結晶核
形成工程及び結晶成長工程を含む。
【００３０】
　結晶核形成工程は、ガラスブランク作製工程で得られたガラスブランクを加熱し、４０
０℃以上６００℃以下にて所定の時間維持する。これにより結晶生成のための結晶核が形
成される。維持の時間は結晶核が十分に形成される時間であればよいので１０分以上が好
ましい。当該時間の上限は特に限定されることはないが、６時間以下とすることができる
。
【００３１】
　結晶成長工程は、上記結晶核形成工程から冷却することなくガラスブランクを加熱し、
８００℃以上１０００℃以下にて所定の時間維持する。これにより二ケイ酸リチウムの結
晶が成長し、主とする結晶相が二ケイ酸リチウムである二ケイ酸リチウムブランクを得る
ことができる。維持の時間は好ましくは１分以上、さらに好ましくは３分以上である。当
該時間の上限は特に限定されることはないが、３時間以下とすることができる。
【００３２】
　なお、結晶成長工程は温度が異なる中間の過程を設けてもよい。すなわち、上記のよう
に８００℃以上１０００℃以下で維持する前に、結晶核形成工程に引き続き冷却すること
なくガラスブランクを加熱し、６００℃以上８００℃以下にて所定の時間維持する。これ
により結晶が生成され中間物を得る。その際の維持の時間は１０分以上が好ましい。当該
時間の上限は特に限定されることはないが、６時間以下とすることができる。この中間の
過程の後に冷却することなく上記のように８００℃以上１０００℃以下で維持する加熱を
行ってもよい。
【００３３】
　また、結晶核形成工程及び結晶成長工程においては、上記の通り、所定の温度範囲内に
維持する必要があるが、所定の温度範囲内であれば、必ずしも一定の温度に維持する必要
はない。即ち、昇温し続けてもよい。
【００３４】
　ここで二ケイ酸リチウムブランクとは、二ケイ酸リチウムを主とする結晶相が形成され
た状態のブランク（素材）であるが、その形状が歯科補綴物の形状への機械加工を行うの
に適したものであることがより好ましい。具体的には、歯科補綴物作製用ブロック体や、
歯科補綴物作製用のディスク体等がこれに含まれる。
【００３５】
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　冷却工程は、二ケイ酸リチウムブランク作製工程で得られた二ケイ酸リチウムブランク
を常温にまで冷却する工程である。これにより二ケイ酸リチウムブランクを加工工程に提
供することが可能となる。
【００３６】
　加工工程は得られた二ケイ酸リチウムブランクを機械加工して、歯科補綴物の形にする
工程である。機械加工の方法は特に限定されることはないが、切削や研削等を挙げること
ができる。これにより歯科補綴物を得る。特に切削加工に対しては欠け（チッピング）を
防止することができるなど、その効果は顕著である。
【００３７】
　この加工は、従来よりも生産性の良い条件で行うことができる。すなわち従来において
二ケイ酸リチウムを主とする結晶相に有する歯科補綴物用の材料は機械加工性が乏しいた
め効率の良い切削をすることができなかった。そのため従来では二ケイ酸リチウムを主と
する結晶相としない加工し易い状態で加工を行い、これをさらに熱処理する等して後から
強度を高める工程を経る必要があった。
  これに対して本発明によれば、二ケイ酸リチウムを主とする結晶相を有する材料として
も従来の加工し易い材質における加工と同等の条件で切削や研削が可能である。そして加
工した後に熱処理が必要ないので形状が変わることなく機械加工の精度を維持したまま歯
科補綴物とすることができる。また、材料を粉砕して再度成型する等の必要もなく、ブロ
ック体のまま機械加工して直接最終の形態を形成することが可能である。
【実施例】
【００３８】
　実施例（Ｎｏ．１～Ｎｏ．９）では含まれる成分を変更して上記説明した作製方法によ
り主とする結晶相が二ケイ酸リチウムである二ケイ酸リチウムブランクを準備し、切削加
工により歯科補綴物を作製してその際の機械加工性及び強度を評価した。
【００３９】
　表１には成分ごとにその含有量を質量％で表した。また比較例となる材料も準備し同様
に評価した（Ｎｏ．１０～Ｎｏ．１５）。また、表１には結果として主とする結晶相（主
結晶相）の成分、機械加工性、及び強度をそれぞれ表した。なお、表１の成分の項目にお
ける空欄は０質量％を表している。
【００４０】
　「主結晶相」は、多目的Ｘ線回折装置Ｅｍｐｙｒｅａｎ（ＰＡＮａｌｙｔｉｃａｌ）を
用いて測定し、リートベルト法により高精度の定量分析の結果、最も割合の高い結晶相と
した。表１で「ＬＳ２」は二ケイ酸リチウム、「ＬＡＳ」はリチウムアルミノシリケート
をそれぞれ表している。
【００４１】
  機械加工性は、従来における加工用の材料を参考１、参考２として２種類準備した。そ
れぞれ次のような材料である。
（参考１）メタケイ酸リチウムを主結晶相とした材料であり、ＳｉＯ２が７２．３質量％
、Ｌｉ２Ｏが１５．０質量％、Ａｌ２Ｏ３が１．６質量％の割合で含まれている。
（参考２）メタケイ酸リチウムの結晶相と二ケイ酸リチウムの結晶相とが概ね同じ割合で
含有された材料であり、ＳｉＯ２が５６．３質量％、Ｌｉ２Ｏが１４．７質量％、Ａｌ２

Ｏ３が２．１質量％の割合で含まれている。
  実施例及び比較例について、参考１、参考２の材料に対する加工時間、工具の消耗具合
、及び欠け（チッピング）の程度をそれぞれ評価した。加工時間、工具の消耗具合、及び
欠け（チッピング）の程度のいずれについても参考１、参考２に対して同等又は良好であ
るものを「良好」、加工時間、工具の消耗具合、及び欠け（チッピング）の程度のいずれ
かにおいて参考１、参考２に対して不具合を生じたものを「不良」で表した。
【００４２】
　「強度」は、二ケイ酸リチウムブランクに対してＩＳＯ　６８７２に従って二軸曲げ試
験を行い、算出された二軸曲げ強度（ＭＰａ）で表した。参考１の材料の強度は３７０Ｍ
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Ｐａ、参考２の材料の強度は２３０ＭＰａであった。
【００４３】
【表１】

【００４４】
　表１からわかるように、実施例による歯科補綴物作製によれば、主結晶相が二ケイ酸リ
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チウム（ＬＳ２）であることに加えて、機械加工性が良好であるとともに必要な強度を得
られている。一方、比較例ではいずれも機械加工性が不良であり、強度が低い例もある。
また、比較例のうちＮｏ．１０、Ｎｏ．１３、及びＮｏ．１５ではリチウムアルミノシリ
ケートが生成されてしまい二ケイ酸リチウムを主結晶相とすることができなかった。
【符号の説明】
【００４５】
　　１０　歯科補綴物

【図１】

【図２】
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